清掃管理業務委託に係る実施要領

１　業務委託名
　　　鳴門市ドイツ館清掃管理業務

２　業務委託の概要
（1） 業務委託の内容
別紙『ドイツ館清掃管理業務委託仕様書』のとおり
（2） 委託期間
令和８年4月1日から令和９年3月31日まで

３　参加資格
（1） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。鳴門市暴力団等排除措置要綱に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置の対象となっていない者であること。
（2） 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法に基づく
　　　再生手続き開始の申し立て又は破産法に基づく破産手続きの開始の申し　立てがなされていない者であること。

４　スケジュール
	１．公開日
	２月２日(月)

	２．見積書の提出期限
	２月２日（月）～１３日（金）
午後５時まで

	３．受託候補事業者決定通知の
　発送
	２月下旬

	４．契約締結
	３月上旬



５　参加申込の手続きに関する事項
（1） 提出書類
1 　団体の概要（様式１)
2 　誓約書（様式２)
3 　見積書（鳴門市ドイツ館)　(様式３)

（2） 提出部数　各１部

（3） 提出方法
持参又は郵送の場合は、配達証明付き書留郵便とし、提出期限内の
午後５時までとします。
（4） 提出先
〒　772-0003　徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜165番地の10
　　鳴門市うずしお観光協会　事務局長　宛
（5） 提出期限
令和8年２月２日（月）～１３日（金）
午後５時まで

６　受託候補事業者結果
　　　受託事業者結果通知は、決定後速やかに、受託決定事業者には「受託候補決定通知書」を、受託決定されなかった事業者には「受託候補非決定通知書」により通知します。

７　失格要件
　　　参加者が次のいずれかに該当する場合は、参加を取り消すこととします。
（１）本実施要領の３に定める参加資格要件を満たさない事由が発覚した　　とき。
（２）提出書類に虚偽があるとき。

８　契約締結に関する事項
（1） 契約締結に向けた協議
受託候補事業者と契約の締結に向けた契約内容等の協議を行い、合意に　達した場合は鳴門市うずしお観光協会と契約を締結します。
（２）次順位者の繰り上げ
失格その他の理由により受託候補事業者と契約を締結することができない場合は次順位以下の参加者と当該業務についての交渉を行うことができるものとします。

９　その他
（1） 提出に伴う書類の作成、書類提出にかかる費用その他一切の費用は、すべて参加者の負担とします。
（2） 提出書類の配布は、鳴門市うずしお観光協会公式ウエブサイトから
ダウンロードする方法によるものとします。
（3） 実施担当部署
【ドイツ館清掃管理業務】
鳴門市ドイツ館　　電話088-689-0099　　FAX　088-689-0909
E-ｍail　info@doitsukan.com
